
利　用　契　約　書

　　　　　　　　　　　　様（以下「利用者」という。）と、株式会社ハートライフケアが運営する悠悠倶楽部（以下「事業者」という）は、通所介護及び介護予防通所介護（以下「サービス」という。）について、次のとおり契約します。
（契約の目的）
第１条　事業者は、指定通所介護に関する介護保険関係法令と本契約の各条項
に従い、適正な指定通所介護サービスを提供し、利用者及び代理人は、事業者に対する料金を支払います。
（契約期間）
第２条　本契約の期間は、契約日より要介護認定または要支援認定の有効期間
満了日迄とします。
２　ただし、契約期間満了日までに、申し入れがない場合は本契約を自動
更新します。
３　自動更新された場合の契約期間は、更新後の要介護認定及び要支援認
定の有効期間の満了日迄とします。
（代理人）
第３条　事業者は利用者に対して代理人を定めます。但し､後見人等､又は､親
族がいない場合はその限りでない｡
２　代理人は、本契約に定められた債務の支払い義務、権利の行使、その
他契約内容の変更または終了に関する事項について、利用者を代理し
ます。
（通所介護計画）
第４条　事業者は、利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、｢居宅サービス
計画書｣（ケアプラン）に沿って、｢通所介護計画｣を作成します。事
業者は、｢通所介護計画｣の内容を利用者に説明します。
２　事業者は、利用者の「居宅サービス計画書」が変更される場合、｢通
所介護計画｣の変更を行うことがあります。
３　事業者は、利用者に説明が困難な場合には、利用者のご家族等の代理
人（以下「代理人」という）に対して説明を行います。
（通所介護の提供場所と内容）
第５条　通所介護の提供場所、所在地および設備の概要は「重要事項説明書」
に定めるとおりです。
２　事業者は、第４条に定めた居宅サービス計画に沿って、通所介護を提
供します。利用者が、サービス内容の変更を希望する場合には、事業
者に申し入れることができます。
３　その場合、事業者は、利用者や代理人と話し合い、希望に沿うように
します。
（サービス提供の記録）
第６条　事業者は、サービスの提供記録を作成し、本契約終了後５年間保管し
ます。
２　利用者は、事業者の営業時間内に事業所にて、利用者のサービス実施
記録を閲覧できます。
３　利用者は、本契約のサービス実施記録の写しを受けることができます。
（料　金）
第７条　利用者は、サービスの対価として別紙重要事項説明書に定める利用料　　
金を支払います。
２　事業者は、翌月１０日を目安に請求書を利用者に送付します。
３　利用者は、事業者の指定する口座振替により支払います。やむを得ず、
口座振替ができない場合は、事業者と協議の上定めます。
４　事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時は、領収書を発行しま
す。
５　事業者は、利用者がサービス提供日の前日１７時３０分までに、サー　ビス中止の申し入れができない場合、利用者はキャンセル料を支払います。
（料金の変更）
第８条　事業者は、利用者に対して、１ヶ月前までに文書で通知することによ
り、利用料および食材料費等の単価の変更（増額または減額）を申し
入れることができます。
2　利用者が料金の変更を承諾する場合、新たに基づく重要事項説明書等を
作成し、お互いに取り交わす事とします。
　　3　利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知す
ることにより、この契約を解約することができます。
（サービスの中止）
第９条　　事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合に、サービスを中止することができます。
（契約の終了）
第１０条　利用者は、事業者に対して申し入れすることにより、本契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、代理人の申し入れにより解約することができます。
2　事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の
予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約
を解約することができます。
3　次の事由に該当した場合は、利用者は，申し入れすることにより、直
ちにこの契約を解約することができます
1 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
2 事業者が、守秘義務に反した場合
3 事業所が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する不正不当な行為を行った場合
　　　4　次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより直ち
にこの契約を解約することができる。
1 利用者のサービス利用料金の支払いが１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず7日以内に支払われない場合
2 利用者が正当な理由なく、サービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
3 利用者またはその家族が、事業者やサービス事業者または他の利
用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
　　　5　次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了する。
1 利用者が、介護保険施設に入所した場合
2 利用者利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合
3 利用者が死亡した場合
（ハラスメントに関する禁止行為）
第１１条　利用者またはご家族は、事業所職員及び外部サービス提供者の心身
の安全に留意し、事業所職員及びサービス提供者に、過剰又は不合
理な要求をしてはならない。
　　　2　利用者又はご家族は、他者によるハラスメント行為に加担してはなら
ない。
　　　3　当事業所は、利用者またはご家族によるハラスメント行為を見つけた
場合、書面による抗議をし、改善が見られない場合は、第10条に
従い、契約解除を行うことができる。
　　　　　具体的なハラスメント行為（例）
1 暴力行為（職員が回避したため危害を免れた場合を含む）
叩く、蹴る、つねる、ひっかく・噛みつく、唾を吐くなど
2 乱暴な言動や威嚇行為
大声で大声を発する・怒鳴る・理不尽な要求の強要・嫌がらせなど
3 セクシャルハラスメント
必要もなく体を触る、手を握る・抱きつく・卑猥な言葉など
4 カスタマーハラスメント
・理不尽な要求について繰り返し電話等で問い合わせや面会を求
めてくる　　・職員に対して脅迫的言動・威嚇的言動等
・正当な理由がなく権威を振りかざし要求を通そうとする行為、
文書等での謝罪、又は、土下座の強要等
　　　　　　・ＳＮＳ/インターネットで名誉を毀損する、またはプライバシー
を侵害する情報を掲載する行為等
　　　　　⑤ その他
　　　　　　　連絡先等、個人情報を何度も聞く・ストーカー行為　など
（守秘義務）
第１２条　事業者および事業者の使用するものは、サービスを提供する上で、知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。（別紙１）この守秘義務は契約終了後も同様とします。
　　　2　事業者は、利用者からあらかじめ文章で同意を得ない限り、サービス
担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
　　　3　事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サ
ービス担当者会議等において、利用者の家族等の個人情報を用いま
せん。
４　事業者は、利用者の医療上緊急性がある場合には、医療機関等に利
用者に関する情報を提供できるものとします。
（賠償責任）
第１３条　事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者は利用者に重過失がある場合は、賠償責任の免除または減額ができるものとします。
（緊急時の対応）
第１４条　事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の
急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連　
絡し、居宅介護支援事業所等に連絡するなどの必要な措置を講じま
す。
（連　携）
第１５条　事業者は、通所介護の提供に当たり、介護支援専門員および保健医
療サービスまたは福祉サービスの提供する者との連携に努めます。
２　事業者は、この契約の内容が変更された場合、またはこの契約が終了した場合は、介護支援専門員に連絡します。また、第10条第２項または４項に基づいて解約通知をする場合は、事前に介護支援専門員に連絡します。
（相談・苦情対応）
第１６条　事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、通
所介護に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応します。
（本契約に定めない事項）
第１７条　利用者及び事業者は､信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
２　この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。
（介護・介護予防）重要事項説明書
１　事業主体概要
	事業主体名
	株式会社　ハートライフケア

	法人の種類
	株式会社

	代表者
	代表取締役　藤井　克樹

	法人の所在地
	〒254-0012
神奈川県平塚市大神5-19-8

	主たる事務所
	〒243-0014
神奈川県厚木市旭町5-43-12
　パストラルASAHI　202
（電話番号）046-258-9211
（FAX）046-258-9212

	資本金
	2600万円

	その他の事業
	認知症対応型グループホーム、地域密着型有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援


２　事業所概要
	事業種類
	指定通所介護事業（指定事業者番号1472001476）

	事業所名
	悠悠倶楽部

	事業の目的
	事業所の通所介護従業者は、要介護・要支援状態の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

	開設年月日
	平成18年10月1日

	所在地
	〒254-0012
神奈川県平塚市大神5-3-50
（電話番号）0463-51-5557
（FAX）0463-51-5558

	交通の便
	平塚駅北口から「大神」行

平塚駅北口から「旭日町経由本厚木駅南口」行

平塚駅北口から「小田急通り本厚木駅南口」行

寄木神社前バス停下車徒歩2分

	敷地概要(権利)
	借　地

	建物概要(権利)
	借　家

	食事提供
	お弁当（株式会社フードサービス美笑）

	災害防犯設備
	消火器

	損害賠償保険加
	特定非営利活動法人　全国認知症グループホーム協会


３　施設の概要
	定員
	28名

	食堂兼機能訓練室
	１室　85.3㎡

	浴室
	一般浴・特別浴槽・個浴

	静養室
	1室　ベッド4床

	相談室
	1室

	送迎車
	6台


４　職員体制
	職種
	員数
	職務内容

	管理者
	
	事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う

	生活相談員
	
	利用の申し込みに係る調整、通所介護計画の作成などを行う

	看護師
	
	身体機能等の評価、健康チェック、服薬指導及び医療的指導援助を行う

	機能訓練指導員
	
	日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う

	介護従事者
	
	サービス提供における利用者への介護、介助、動作援助、指導を行う

	運転手
	
	送迎者の運転業務、介護従事者の業務の補助を行う

	


５　勤務体制
	勤務体制
	8：00～１８：00（シフト制による）

	サービス提供時間
	9：30～16：35


６　営業日・時間
	8:00～１８:00（月曜日～土曜日、祝日）


7　定休日
	毎週日曜日

	年末年始
	毎年12月31日　～　1月3日


8　サービス内容
	· 送迎サービス　　（車両で送迎します。）
· 食事サービス　　（お弁当による食事提供をします。）
· 入浴サービス　　（ラジウム温浴による入浴を提供します。）
· 機能訓練　　　　（看護師等により機能訓練をします。）
· レクリエーション（趣味活動、創作活動、ゲームなどを行います。）
· 生活相談　　　　（介護の相談を承ります。）
· 行事　　　　　　（季節の行事などを行います。）


9　キャンセル料
	サービス利用前日17:30まで
	無  料

	サービス利用当日8：00以降
	720円


10　利用料金
ア　介護保険で定められた費用      平塚市：5級地(10.45)
（介護給付）
	
	基本単位/各加算
	単位数
	10割負担　
地域加算含（×10.45）
	一部負担
（1割）
	一部負担
（2割）
	一部負担（3割）
	備考

	基本額
	要介護1
	658
	6,876円
	687円
	1,374円
	2,062円
	

	
	要介護2
	777
	8,119円
	811円
	1,623円
	2,435円
	

	
	要介護3
	900
	9,405円
	940円
	1,881円
	2,821円
	

	
	要介護4
	1,023
	10690円
	1,069円
	2,138円
	3,207円
	

	
	要介護5
	1,148
	11,996円
	1,199円
	2,399円
	3,598円
	

	１回あたり
	入浴加算Ⅰ
	40
	418円
	41円
	83円
	125円
	入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有し、入浴介助を行うことにより算定される　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（算定は１回あたりの料金算定）

	
	入浴加算Ⅱ
	55
	574円
	57円
	114円
	172円
	機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。また、その入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うことにより算定される（算定は１回あたりの料金算定）

	
	ADL維持等加算Ⅰ
	30
	313円
	31円
	62円
	93円
	自立支援、重度化防止に向けた取り組みの中、以下の要件を満たす場合に算定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①全利用者に利用開始月及びその翌月から数え6か月目にADL値を測定し、厚生労働省に提出している。②測定の結果、ある一定の改善が数値上現れている

	
	ADL維持等加算Ⅱ
	60
	627円
	62円
	125円
	188円
	自立支援、重度化防止に向けた取り組みの中、以下の要件を満たす場合に算定される　①全利用者に利用開始月及びその翌月から数え6か月目にADL値を測定し、厚生労働省に提出している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      　②測定の結果、（Ⅰ）の基準より高い、一定の改善が数値上現れている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	科学的介護推進体制加算
	40
	418円
	41円
	83円
	125円
	利用者毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって情報その他のサービスを適切かつ有効に提供する為に必要な情報を活用する

	
	若年性認知症利用者受入加算
	60
	627円
	62円
	125円
	188円
	受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごとに個別の担当者を定めていることにより算定される　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	換算式
	処遇改善加算Ⅱ
	9.0％
	1ヶ月の所定単位数合計　×　9.0％

	
	
	
	


（総合事業）
	
	基本単位/各加算
	単位数
	10割負担　

地域加算含（×10.45）
	一部負担
（1割）
	一部負担
（2割）
	一部負担（3割）
	備考

	基本額
	要支援1
	1,798
	18,789円
	1,879円
	3,757円
	5,636円
	

	
	要支援2　　　　　
	3,621
	37,839円
	3783円
	7,567円
	11,351円
	

	１回あたり
	若年性認知症利用者受入加算
	240
	2,508円
	250円
	501円
	752円
	受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごとに個別の担当者を定めていることにより算定される

	
	科学的介護推進体制加算
	40
	418円
	41円
	83円
	125円
	利用者毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって情報その他のサービスを適切かつ有効に提供する為に必要な情報を活用する



	換算式
	処遇改善加算Ⅱ
	9.0％
	1ヶ月の所定単位数合計　×　9.0％

	
	
	
	


※サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基準額から除外されます。
※端数処理による若干の誤差が生じる場合があります。
イ　介護保険以外の諸費用
	項　　目
	金　額
	内　容

	食事提供
	720円
	サービスに対する1食あたりの料金

	紙パンツ代等
	実費負担
	利用者様及びご家族様の希望で提供した場合

	行事・催事材料費
	実費負担
	利用者様及びご家族様の希望で提供した場合

	個別活動材料費
	実費負担
	利用者様及びご家族様の希望で提供した場合

	通常実施区域を超えた場合の交通費の算出方法
	無料
	提供エリア内

	
	600円
	提供エリアを超えた場合（片道）


ウ　基本的な利用料金
（総合事業）

	１月あたり
	加算合計
	㋐単位合計
	㋓10割負担
	1割負担利用料
	2割負担利用料
	3割負担利用料

	要支援1
	40
	1,960
	20,482円
	2,048円
	4,096円
	6,145円

	要支援2
	40
	3,947
	41,246円
	4,125円
	8,249円
	12,374円


（介護給付）
	１回あたり
	加算合計
	㋑単位合計
	㋓10割負担
	1割負担利用料
	2割負担利用料
	3割負担利用料

	要介護1
	40
	761
	7,952円
	795円
	1,590円
	2,386円

	要介護2
	40
	891
	9,310円
	931円
	1,862円
	2,793円

	要介護3
	40
	1,025
	10,711円
	1,071円
	2,142円
	3,213円

	要介護4
	40
	1,159
	12,111円
	1,211円
	2,422円
	3,633円

	要介護5
	40
	1,295
	13,532円
	1,353円
	2,706円
	4,060円

	１月あたり
	加算合計
	㋒単位合計
	㋓10割負担
	1割負担利用料
	2割負担利用料
	3割負担利用料

	科学的介護推進体制加算
	40
	44
	459円
	46円
	92円
	138円


㋐基本単位数に、介護職員等処遇改善加算を合算した単位数です。
㋑基本単位数に、入浴加算、介護職員等処遇改善加算を合算した単位数です。
㋒科学的介護推進体制加算、介護職員等処遇改善加算を合算した単位数です。
㋓は、単位数に地域加算（10.45）を乗じた金額です。
食事代は、別途食事毎に720円を加算します。
※　端数処理による若干の誤差が生じる場合があります。
11　支払方法等
　ア　利用料は、サービスを実施した翌月10日を目安に請求書を送付します。
同月27日に口座振替を行います。ただし、27日が土曜日、日曜日、休日
の場合は、翌営業日に口座振替を行います。
　イ　口座振替の場合の領収書は、翌月の請求書に同封いたします。
12　相談窓口、苦情対応         

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。     

	苦情受付窓口
	管理者

	
	（電話番号） 0463‐51‐5557
（FAX）　　 0463‐51‐5558

	
	対応時間　（月～土）　8：30～17:15

	苦情解決責任者
	岡田　美紀　　
（電話番号） 046-258-9211
（FAX）     046-258-9212
対応時間　（月～金）　9:00～17:00

	
	


○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。                         

	市町村介護保険相談窓口

	平塚市介護保険担当課
	（電話番号） 0463-21-8790

対応時間　（月～金）　8:30～17:00

	厚木市介護保険担当課
	（電話番号） 046-225-2240
対応時間　（月～金）　8:30～17:00

	伊勢原市介護保険担当課
	（電話番号）0463-94-4711
対応時間　（月～金）　8：30　～17：00

	海老名市介護保険担当課
	（電話番号）046-235-4952
対応時間　（月～金）　8：30　～17：00

	神奈川県国民健康保険団体連合会
	（電話番号）045-329-3445
対応時間　（月～金）　8:30～17:15


１3　高齢者虐待防止について
　事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げると
おり必要な措置を講じます。
1 事業所における虐待防止のための指針を整備し、虐待防止に関する責任者の選定を行い、虐待防止委員会を設置します。また、概ね6ケ月に1回以上開催する事とします。
【虐待防止に関する責任者　：　事業所管理者】
2 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。それらの研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。
3 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
4 サービス提供中に、当施設の従業者または養護者（家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
１4　身体的拘束等について
　　　当事業所は、通所介サービスにあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
１5　業務継続に向けた取り組み
　　　感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービス提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施する。
１6　感染症の予防及び蔓延防止のための措置
　　　感染症の発生及び蔓延を防止できるよう、下記の措置を講ずる。
1 感染対策委員会の開催
2 感染症及び蔓延防止のための指針の整備
3 感染症及び蔓延防止のための研修及び訓練の実施
4 専任担当者の配置　　
【感染症防止に関する責任者　：　事業所管理者】
17　緊急時の対応
事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変　が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡し、居宅介護支援事業所等に連絡するなどの必要な措置を講じます。
（別紙1）
個人情報保護に関する同意書

株式会社　ハートライフケア「悠悠倶楽部」（以下、「当事業所」とする）は、利用者及び家族に安心して介護を受けていただくために、個人情報保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、確実な履行に努めます。

1.　個人情報の収集について　

当事業所が利用者及び家族の個人情報を収集する場合は、介護サービスに関係する範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。

2.　個人情報の利用及び提供について

当事業所は、利用者及び家族の個人情報を以下の場合を除き、利用目的の範囲を超えて使用いたしません。利用者及び家族の許可なくその情報を第三者に提供いたしません。

1 利用者及び家族の了解を得た場合

2 法令等により提供を要求された場合
3 介護関係事業所、関係行政機関、関係医療機関との連携の場合

3.　個人情報の管理について

①　当事業所は、個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん又は個人情
報への不正なアクセスを防止することに努めます。

4.　個人情報の確認について
当事業所は、利用者及び家族の個人情報について開示を求められた場合は、遅延なく内容を確認し、以下の「開示の手続き」に従って対応いたします。


西暦　　　　　　年　　　月　　　日
神奈川県平塚市大神5-19-8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　ハートライフケア
　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　藤井　克樹　　　印
説明者　：　（職名　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「利用契約書」・「重要事項説明書」・「個人情報に関する同意書」の内容について、説明を受け同意しました。
「個人情報に関する同意書」
ご家族代表 　　　　　　　　　　　　　　
「利用契約書」・「重要事項説明書」・「個人情報に関する同意書」の説明を受け内容を理解したことを確認するため、本書二通を作成し、利用者及び代理人が署名押印の上、事業者と利用者もしくは代理人が各１通を保有する。　　　　　　　　　
利用者        　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 　 
代理人　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 　 



株式会社ハートライフケア


通所介護・介護予防通所介護


悠悠倶楽部


利用契約書・重要事項説明書











開示の手続き


開示窓口は、管理者及び各フロア主任とします。


開示請求の手続きは次のとおりです。


利用者及び家族代表者の申し出に限り個人情報を開示します。


閲覧開示は、開示した利用者または家族代表者に開示記録と署名をお願いいたします。


利用者及び家族代表者から開示を求められた場合は、速やかに開示いたします。但し、以下の場合に、個人情報の全部、又は、一部を開示しないことができます。


利用者及び家族、又は、第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合


個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合


他の法令に違反することとなる場合。
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